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　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載中のイベントや不特定多数が参加する会議などが中止や延期と
なる場合があります

ま ち の 情 報 紙

太   子Public  
Relations 
TAISHI Town

広報
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４月から

役場の組織・機構が変わりました
　町では、近年の激甚化する自然災害や、未だ、収束の目処が立たない新型コロナウイルス感染症に見られるような新たな危
機事象に加え、少子高齢化・人口減少など「社会経済情勢の変化」や「多様化する住民ニーズ」への対応、また、直面する様々
な重要課題や行政課題に対して、機動的、かつ、柔軟に対応することが必要となっています。そこで限られた人材を有効活用
し、これまで以上に住民サービスの一層の向上をめざし、より効率的で簡素な事務執行体制を構築するため、本年４月から組
織体制の見直しを行いました。
　新しい課の直通電話番号は下記のとおりです。

部・局 課 庁舎 主な事務内容

政
策
総
務
部

秘 書 政 策 課
☎98-5531 ３階 秘書、人事、給与、総合計画、重要施策の総合調整、広域行政、地方分権、

広報・広聴、ふるさと納税、公共交通、公民連携　など

総 務 財 政 課
☎98-0300 ３階 予算編成、資金計画、行財政改革、財産区、入札・契約、法規、情報公開、

監査委員、統計調査、庁舎管理　など

自 治 防 災 課
☎98-5525 ２階 危機管理、消防・防災、自主防災組織、防犯、交通安全対策、地区・町会、

地縁団体　など

税 　 務 　 課
☎98-5517 １階 町税の賦課、町税の徴収　など

住 民 人 権 課
☎98-5515 １階 戸籍、住民登録、印鑑登録、マイナンバーカード交付、人権啓発、男女共

同参画社会、選挙管理委員会　など

ま
ち
づ
く
り
推
進
部

地 域 整 備 課
☎98-5523 ２階 土木・建築工事、道路・河川・都市公園などの管理、水防、公共土木災害

復旧、交通安全施設、都市計画、建築確認、開発指導、空き家対策　など

環 境 農 林 課
☎98-5522 ２階

下水道料金・工事、水洗化相談、公害・環境保全、ごみ・し尿、狂犬病予
防、農林業振興、農業委員会、農林災害復旧、自然環境保全、外来生物　
など

観 光 産 業 課
☎98-5521 ２階 観光、道の駅、商工業、創業支援・企業誘致、中小企業振興、労働関係、

消費生活、竹内街道交流館　など

健
康
福
祉
部

子 育 て 支 援 課
☎98-5596 １階 子育て支援センター、子ども家庭総合支援拠点、児童福祉、児童虐待防止、

保育所・町立幼稚園の入退園、放課後児童会、療育相談　など

福 祉 介 護 課
☎98-5519 １階 介護保険、高齢者福祉、障がい者福祉、民生児童委員、社会福祉協議会連

携、総合福祉センター　など

い き い き 健 康 課
☎98-5520

保健
センター

保健事業、予防接種、健康づくり、母子保健、精神保健、自殺予防、献血
など

地域包括支援センター
（いきいき健康課内）

☎98-5538
１階 地域包括支援センター（高齢者総合相談など）、地域支援事業（介護予防

など）　など

保 険 医 療 課
☎98-5516 １階 国民健康保険、国民年金、子ども・ひとり親・障がい者医療、

後期高齢者医療　など

教
育
委
員
会
事
務
局

教 育 総 務 課
☎98-5533 ３階 教育委員会、小中学校転入学、通学区域、学校園施設管理、学校園教育、

就学・就園指導、教育相談、教職員人事　など

給 食 セ ン タ ー
☎98-4607

給食
センター 給食の企画・献立、物資の調達、給食の栄養・衛生管理、調理指導　など

生 涯 学 習 課
☎98-5534 ３階 社会教育、生涯学習、文化財、人権教育、大道旧山本家住宅、竹内街道歴

史資料館、公民館、図書室、スポーツ振興、総合体育館　など

会計管理者 会 計 課
☎98-5535 １階 歳入・歳出の出納・経理、物品管理　など

議 　 会 　 事 　 務 　 局
☎98-5540 ４階 議事、委員会、会議録、議会広報、庶務　など
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太
子
町
教
育
委
員
会
で
は
、
全
国
的

に
も
珍
し
い
双
方
墳
で
あ
る
「
国
指
定

史
跡
二
子
塚
古
墳
」
を
整
備
す
る
た
め

に
令
和
３
年
１
月
か
ら
史
跡
内
の
発
掘

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
史
跡
の
内
容
が
明
ら
か

に
な
り
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
広
報
紙
面
を
通
じ
て
公
開
し

ま
す
。

◎
二
子
塚
古
墳
と
は

　

二
子
塚
古
墳
は
７
世
紀
中
葉
に
築
造

さ
れ
た
全
長
69
メ
ー
ト
ル
、
幅
35
メ
ー

ト
ル
の
双
方
墳
で
、
長
方
形
の
下
段
墳

丘
上
に
東
西
二
つ
の
方
形
の
上
段
墳
丘

が
の
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
同
形
同
大
の
横

穴
式
石
室
が
構
築
さ
れ
、
珍
し
い
カ
マ

ボ
コ
型
の
家
形
石
棺
が
納
め
ら
れ
て
い

ま
す
。　

　

そ
の
希
少
な
価
値
か
ら
昭
和
31
年
11

月
28
日
に
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
令
和

元
年
10
月
16
日
に
は
こ
れ
ま
で
の
発
掘

調
査
で
古
墳
の
範
囲
が
拡
大
し
た
こ
と

か
ら
追
加
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

◎
発
掘
調
査
の
経
緯

　

町
は
こ
の
貴
重
な
古
墳
の
劣
化
が
進

ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
適
切
な
保
存
管

理
の
た
め
平
成
27
年
度
か
ら
保
存
整
備

事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
事
業
は
考
古

学
や
史
跡
整
備
の
専
門
家
に
よ
る
委
員

会
で
検
討
を
行
い
、
平
成
29
年
度
に
保

存
活
用
計
画
、
平
成
31
年
度
に
は
整
備

基
本
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
方
針
を
定

め
ま
し
た
。

　

整
備
を
行
う
に
際
し
て
、
古
墳
の
保

存
状
況
の
確
認
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
平
成
28
年
度
か
ら
現
在
ま
で
に

４
次
の
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
成
果
公
開
に
際
し
、
調
査

結
果
を
検
証
で
き
た
昨
年
度
の
第
３
次

調
査
の
成
果
も
合
わ
せ
て
公
開
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

◎
調
査
成
果

・
第
３
次
調
査

　

東
石
室
の
前
面
の
調
査
で
は
、
新
た

に
墓
道
を
発
見
し
、
閉
塞
石
の
全
貌
も

確
認
し
ま
し
た
。
墓
道
は
短
い
羨
道
の

前
に
や
や
広
い
前
庭
部
を
設
け
た
珍
し

い
構
造
で
し
た
。
ま
た
、
墳
丘
盛
土
が

２
回
に
分
け
て
行
わ
れ
、
盛
土
の
途
中

で
墓
道
を
掘
削
し
、
埋
め
戻
し
た
後
に

あ
ら
た
め
て
盛
土
を
行
っ
て
い
る
こ
と

が
推
定
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
調
査
で
は
墓
道
を
ど

の
よ
う
な
順
序
で
作
っ
た
の
か
明
ら
か

に
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
西
墳

丘
の
調
査
で
は
方
墳
の
角
を
新
た
に
確

認
し
、
東
西
の
墳
丘
間
に
あ
る
中
央
土

壇
が
西
墳
丘
と
同
時
に
つ
く
ら
れ
た
こ

と
も
確
認
で
き
ま
し
た
。

・
第
４
次
調
査

　

第
３
次
調
査
で
明
ら
か
に
で
き
な
か

っ
た
墓
道
の
構
築
順
序
が
、
推
定
ど
お

り
盛
土
の
途
中
で
掘
削
さ
れ
、
埋
め
戻

し
た
後
に
さ
ら
に
盛
土
し
墳
丘
を
整
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。　

　

ま
た
、
石
室
横
の
大
型
石
材
の
形
状

を
明
ら
か
に
で
き
、
石
室
先
端
の
天
井

で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
し
た
。

　

７
世
紀
後
半
の
古
墳
の
構
築
過
程
の

一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
例
は
少
な

く
、
貴
重
な
成
果
と
い
え
ま
す
。

　

≪
写
真
④
挿
入
≫

 　

≪
写
真
⑤
挿
入
≫

 

・
ま
と
め

　

二
子
塚
古
墳
が
長
方
形
の
下
段
墳
丘

に
二
つ
の
方
墳
が
の
る
双
方
墳
で
あ
る

と
と
も
に
、
横
穴
式
石
室
が
短
い
羨
道

に
特
異
な
墓
道
を
も
つ
こ
と
、
蒲
鉾
型

の
家
形
石
棺
が
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
古
墳
の
終
末
期
へ
の
変
化
を
解

明
す
る
う
え
で
、
重
要
な
資
料
と
な
る

も
の
と
言
え
ま
す
。

　

町
で
は
二
子
塚
古
墳
の
保
存
整
備
事

業
を
進
め
て
お
り
、
古
墳
の
保
護
及
び

活
用
の
整
備
を
行
い
ま
す
。
具
体
的
に

は
、
開
口
し
て
い
る
石
室
は
そ
の
ま
ま

と
し
、
の
ぞ
き
込
み
見
学
が
で
き
る
よ

う
な
形
で
墳
丘
を
保
護
し
ま
す
。

　

ま
た
、
墳
丘
保
護
の
た
め
サ
ク
ラ
の

伐
採
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
整
備
時
に

は
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ゾ
ー
ン
に
新
た
に

サ
ク
ラ
を
植
栽
し
て
景
観
を
継
承
し
、

見
学
路
や
ト
イ
レ
な
ど
の
便
益
施
設
を

設
置
す
る
計
画
で
す
。

　

町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
で
は
、

今
回
の
発
掘
調
査
成
果
を
紹
介
す
る
パ

ネ
ル
展
「
国
史
跡
二
子
塚
古
墳
の
発
掘

調
査
成
果
」
を
５
月
９
日（
日
）ま
で
行

っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
お
立
ち
寄

り
く
だ
さ
い
。

●
考
古
学
メ
モ

横
穴
式
石
室
：
古
墳
の
埋
葬
施
設
の
う
ち

横
に
入
口
を
も
つ
石
組
み
の
墓
室
。
古
墳

時
代
の
後
半
に
盛
ん
に
営
ま
れ
ま
し
た
。

家
形
石
棺
：
古
墳
時
代
後
期
に
よ
く
見
ら

れ
る
石
棺
の
一
種
で
、
蓋
が
屋
根
型
を
し

て
お
り
、
代
表
的
な
も
の
は
屋
根
に
縄
掛

け
突
起
が
つ
き
ま
す
。

墓
道
：
横
穴
式
石
室
の
埋
葬
す
る
墓
室
に

通
じ
る
通
路
。

羨
道
：
墓
道
の
前
半
部
分
で
、
通
常
は
天

井
が
石
で
お
お
わ
れ
て
い
る
。

閉
塞
石
：
埋
葬
後
に
墓
室
を
閉
じ
る
た
め

に
積
み
上
げ
た
石
。

◆
問
合
せ　
生
涯
学
習
課

　
　
　
　
　
☎
９
８
―５
５
３
４

国
指
定
史
跡
二
子
塚
古
墳
発
掘
調
査
成
果

　

●
令
和
元
年
・
２
年
度
の
調
査

▲左下は二子塚古墳、右上は推古天皇陵

▲西墳丘の隅角部分 ▲東石室の墓道と閉塞石

▲東石室横の大型石材 ▲令和２年度の調査区（東石室前面）
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平均乗降者数はより高い数値を示しています。つまり、
畑・山田役場線の休日の利用は相対的に効率的である
と言えます。したがって、町立総合福祉センターが休
館する日の便をより効率的に利用できるよう、たとえ
ば、休館日限定の路線を新設するなど、改善の検討が
必要であると私は考えています。

●バス停ごとの「時刻表」を活用ください！
　町のホームページにバス停ごとの時刻表が掲載され
ているのをご存知でしょうか（実は私も最近知りまし
た・・・）。昨年８月の広報紙で町民のみなさまから「『太
子町を走るバスの時刻表』が複雑で分かりにくい」と
いうご意見を多数頂いていることをお伝えしました
が、そのような中、「磯長台の福祉を考えるつどい」
の皆さんが磯長台にあるバス停ごとの時刻表を作成し
活用されていることを知りました。
　その後、事務局にバス停ごとの時刻表の作成をお願
いし、現在、太子町コミュニティバスと金剛バスのバ
ス停別の時刻表が町のホームページに掲載されていま
す。皆さんが日々使用されるバス停は、自宅近くのバ
ス停や「太子町役場」など、いくつかのバス停に限ら
れていると思います。『太子町を走るバスの時刻表』
は全線を網羅する必要があるために複雑でしたが、バ
ス停別の時刻表はシンプルで使いやすいと思いますの
で、ぜひともご活用頂きたいと思います。

【検索方法】
　① 町のホームページ（トップページ）の下のほうに

ある以下の図（バナー）をクリックしてください。
　② 「コミュニティバス時刻表」、または、「金剛バス

時刻表」をクリックすると、バス停の名称一覧が
出てきますので、時刻表の取得を希望するバス停
をクリックしてください。

　下の時刻表は、太子町コミュニティバス「六枚橋東
（畑・山田役場線区間）」のバス停時刻表です。このよ
うな時刻表がバス停ごとに用意されていますので、ぜ
ひとも皆さんもご確認頂ければ幸いです。
  なお、ホームページでこれらの時刻表をプリントア
ウトできない人もおられると思いますので、必要に応
じて、事務局でお渡しできるようにするなど、今後の
対応は地域公共交通会議で検討いたします。

【バス停別時刻表の例：六枚橋東】

  太子町の地域公共交通の全体を俯瞰して、改善でき
得る箇所を部分的に改善（マイナーチェンジ）する時
期に来ています。お気づきのことがございましたら、
ぜひとも事務局（秘書政策課）までご意見をお寄せく
ださい。なお、その際にできましたら、要望だけでなく、
具体的な対応まで一緒にお考え頂ければ幸いです。

地域公共交通を支援するためにも、必要な移動の際に
は、可能な限り、地域公共交通（太子町コミュニティ
バスと金剛バス）をご利用頂きたく、どうぞよろしく
お願いいたします。

■ 本稿は、太子町地域公共交通会議会長（大阪産業大
学経済学部・大学院経済学研究科教授）の小川雅司
氏が執筆されたものです。
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みんなで育てる 地域公共交通 �
●コミュニティバスの乗降人数（２月）
　世間は相変わらずのコロナモードですが、今年も待
望の桜の季節がやってきました。随分と暖かくなりま
したが、肌寒い日もありますので、外出の際には寒さ
とコロナに十分に注意してください。
　さて、本号も引き続き、太子町コミュニティバスの
運行実績【２月】を紹介します。

  総合福祉センター役場線  

　総合福祉センター役場線の乗降人数は159人（総合
福祉センター利用者特別乗車証による利用者を除くと
139人）で、１日あたり5.7人（町立総合福祉センター
が休館日の水、土日、祝日を除くと7.8人）でした。
　現在、宣言は解除されていますが、２月いっぱいは
緊急事態宣言が発出されており、その影響は総合的に
見ると大きく、12月の水準までも回復できていません。

　そのような中、休日の利用者は11月の水準にまで戻
りつつあります。回復要因は詳細な分析が必要ですが、
山歩きや観光による利用増と考えられます。昨年９月
に行った太子町地域公共交通利用実態調査では、休日
に「推古天皇陵前」や「聖徳太子御廟前」で乗降する
利用者が相対的に多いことが明らかになっています。
今後は観光やレジャーといった「自由トリップ」を利
用に結び付ける取り組みが必要です。

  畑・山田役場線  

　畑・山田役場線の乗降人数は117人（福祉センター
利用者特別乗車証による利用者を除くと114人）で、
１日あたり4.2人（町立総合福祉センターが休館日の
水、土日、祝日を除くと4.4人）となりました。
　総合福祉センター役場線と比較すると、傾向はほぼ
同様ですが、以前からもそうであったように、休日の

図１：総合福祉センター役場線：平均乗降人数の比較【６～２月】

図２：畑・山田役場線：平均乗降人数の比較【６～２月】
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町立竹内街道歴史資料館春季スポット展
「聖徳太子御廟の大

だい

乗
じょう

木
ぼく

」

　聖徳太子御廟の中にあった大乗木の
残片を展示。大乗木は聖徳太子が母の
棺を運んだオウコが芽吹き、大きく
育ったものと伝えられ、太子墓の七不
思議にもあげられます。この大乗木を
とおして聖徳太子御廟の伝説を紹介し
ます。

［と　き］４月６日（火）～６月20日（日）
［ところ］ 町立竹内街道歴史資料館 

第２展示室
［入館料］ 大人200円、高大学生100円、

小中学生50円（20人以上の
団体は２割引）

［休館日］月曜日（祝日の場合は開館）
◆問合せ　 町立竹内街道歴史資料館 

☎98-3266

聖徳太子没後1400年ウォーク

　聖徳太子没後1400年を記念し、町
内の陵墓、社寺、文化遺産を巡るウォー
クイベントを行います。ぜひ、ご参加
ください。

［と　き］ ４月18日（日） 
午前10時～11時（受付）

［ところ］聖和台第１公園（集合）

［参加費］無料
※拝観料などは自己負担。

［コース］ 近鉄南大阪線 上ノ太子駅　
⇒聖和台第１公園 ( 集合・
スタート ) ⇒竹内街道・緑
の一里塚⇒孝徳天皇陵・竹
内街道交流館⇒科長神社・
小野妹子廟（墓）⇒二子塚
古墳・推古天皇陵⇒敏達天
皇陵⇒西方院⇒叡福寺⇒近
鉄南大阪線 上ノ太子駅

［申　込］ 参加は自由、事前申込みは
不要です。

［主　催］近畿日本鉄道株式会社
［共　催］ 聖徳太子没後1400年記念実

行委員会
※雨天決行、荒天の場合は中止。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止になる場合がありますの
で、近鉄ホームページでご確認下さ
い。

◆問合せ　観光産業課　☎98-5521 

聖徳太子没後1400年記念事業
資料館友の会総会記念講演会

　聖徳太子没後1400年を迎えるにあ
たり、考古学の立場からみた聖徳太子
墓について、ご講演頂きます。

［と　き］ ５月15日（土）  

午後２時～４時（質疑応答
を含む）

※受付は午後１時30分～。
［ところ］ 大阪府立近つ飛鳥博物館地

階ホール
［定　員］ 80人（事前申込み制、先着順）
［参加費］200円（資料代など）
※ 竹内街道歴史資料館友の会会員及び

太子町観光ボランティア「太子・街人
（ガイド）の会」会員は受講料無料（当
日は友の会会員の入会受付を行いま
す（年会費あり））。

［テーマ］ 「叡福寺古墳（聖徳太子墓）
の提起する問題」

［講　師］ 白石太一郎　氏（大阪府立
近つ飛鳥博物館名誉館長・
国立歴史民俗博物館名誉教
授）

［申　込］ 電話でお申込み（住所・氏名・
電話番号をお伝えくださ
い。）

※ 申込期間は５月１日（土）　午後５時
まで。

※ 新型コロナウイルス感染症の状況に
より、講演会を中止する場合があり
ます。中止の場合は申込者に連絡し
ます。

◆申込・問合せ
　町立竹内街道歴史資料館
　☎98-3266

聖徳太子御廟の伝説①「大乗木」
　太子町山田の田中家には昭和初期の台風で倒れた大
乗木の一部が伝えられ、現在は町立竹内街道歴史資料
館に収蔵されています。
　大乗木とは、聖徳太子が薨去する２か月前の母の穴
穂部間人皇后を町の磯長墓に葬るとき、太子自らその
棺を担ってきましたが、使用したオウコを廟前に挿し
て「我末代の為に説弘める大乗のほう、国土に広流せば、
此樟樹かならす生栄ん」（出典『河内名所図会』）と言
われ、その通り根付いたとされる楠です。この話は、
すでに鎌倉時代の『聖徳太子伝私記』に「御廟前に楠

有り、此れ太子葬送の時の初也。或は母の皇女の葬送
の初也。（中略）この楠の大乗木の名は、大乗相応功徳
の言に依る」として登場し、当初は２説あったことが
分かります。
　伝説をそのまま受け取れば、大乗木は聖徳太子に代
わって御廟から1400年のもの長きにわたり時代の移り
変わりを見つめてきたといえます
　町立竹内街道歴史資料館では聖徳太子没後1400年記
念事業として、４月６日（火）～６月20日（日）まで、町
山田に伝わった大乗木の残片を特別公開します。
◆問合せ　生涯学習課　☎98-5534

聖徳太子没後 1400年記念連載企画（全６回）

聖徳太子没後1400年イベント情報
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　後期高齢者医療制度の保険料率は、２年ごとに設定しています。
　令和３年度は、被保険者均等割額54,111円、所得割率10.52％により保険料を算定します。（令和２年度と同じです。）

○令和２・３年度の保険料の算定方法（大阪府）

年間の保険料年額
（限度額64万円）

均等割額
被保険者１人当たり

54,111円

所得割額
被保険者の所得×所得割率

10.52％
＝ ＋

※ 賦課のもととなる所得金額とは、被保険者の前年の総所得金額及び山林所得金額、他の所得と区分して計算される
所得の金額（分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地の譲渡所得など）の合計から基礎控除額
43万円を控除した額です。（雑損失の繰越控除分は控除されません）なお、遺族年金などの非課税年金は含みません。
基礎控除額などの数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。

●保険料の軽減
（１）均等割額の軽減
　世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額（54,111円）が軽減されます。

所得の判定区分 軽減割合 軽減後の被保険者
均等割額（年額）

①　 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが、【基礎控除額（43万円）＋10
万円×（給与所得者などの数（注１）－１）】を超えないとき ７割 16,233円

②　 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが、【基礎控除額（43万円）＋28
万５千円×（被保険者数）＋10万円×（給与所得者などの数（注１）－１）】を超えないとき ５割 27,055円

③　 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基礎控除額（43万円）＋52万
円×（被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数（注１）－１）】を超えないとき ２割 43,288円

（注１）「給与所得者など」とは次のいずれかの条件を満たす人です。
　・給与などの収入金額が55万円を超える人
　・65歳未満で公的年金などの収入金額が60万円を超える人
　・65歳以上で公的年金など収入金額が125万円を超える人
※軽減判定するときの総所得金額などには、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※ 当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人は、公的年金などに係る所得金額から15万円を控除して軽減判定

します。

（２）会社の健康保険などの被扶養者であった人の保険料の軽減
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人について
は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後２年を経過する月までの間に限り、均等割額の５割が軽減されます。
　なお、（１）の均等割額軽減措置を受けられている人のうち、７割軽減に該当する人は、均等割額の軽減割合は７
割軽減が適用されます。（国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。）

●保険料額のお知らせと納め方
１．普通徴収（口座振替や納付書でお支払い）の人
　 ７月に、令和３年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）にかかる「保険料額決定通知書」と「納入通知書」

の一体型通知書を送付しますので、その後、口座振替や納付書（納入通知書）の方法により９期（７月～翌年３月
まで）で納めて頂きます。（年度の途中から特別徴収に変更となる場合があります。）

２．特別徴収（年金からのお支払い）の人
　 介護保険料の徴収対象となっている年金受給額が年額18万円以上あり、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算

額が、その２分の１を超えない人は、原則年６回の年金受給日に、年金から差し引かれます。
　令和２年中の所得が確定するまでの４・６・８月は、仮納付期間となります。
○令和３年２月に保険料を特別徴収で支払われた人
　 ４月の年金受給時に、２月に差し引かれた金額と同額を仮徴収額として納めて頂きます。この場合、保険料額の通

知はありません。ただし、６・８月分は、４月分と同額が適当でない場合は仮徴収額が変更されることがあり、そ
の場合は変更通知書が送付されます。

令和３年度　後期高齢者医療制度
令和３年度の保険料率

令和３年度　後期高齢者医療制度
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○令和２年度は普通徴収で、４・６・８月から新たに特別徴収の対象となる人
　 令和２年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。その場合、事前に「保険料仮徴収額決定通知書」と「納入

通知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付しますので、ご確認ください。
○本算定後の特別徴収
　 令和３年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）後の10月以降、引き続き、または、新たに特別徴収となる人

は、７月に「保険料額決定通知書」と「特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付します。
　 10・12・２月の年金受給時に、令和２年中の所得に基づいて計算された年間保険料から仮徴収などにより既に納

めて頂いた金額を差し引いた額を、支払回数に振り分けて納めて頂きます。
※ 特別徴収でのお支払いをやめて、口座振替のお支払いに変更を希望される人は、保険医療課へお申込みください。（後

期高齢者医療保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になりますが、特別徴収の方法でお支払された場
合は、天引きされた年金の受給者だけが控除の対象となり、口座振替に変更された場合は、その口座をお持ちの人
が対象となります。）

●健康診査・歯科健診・人間ドック費用の一部助成
●健康診査
　大阪府後期高齢者医療広域連合では、健康診査を行っています。糖尿病や高血圧症などの生活習慣病に加え、加齢
にともなう心身の衰え（フレイル）などのチェックをしますので、現在生活習慣病で通院されている人も積極的に受
診してください。４月下旬～５月上旬にかけて「健康診査受診券」を「受診券在中」の記載のある封筒にてお送りし
ます。（年度途中に新たに75歳になられる人には、誕生月の翌月にお送りします。）
　受診券がお手元に届きましたら、広域連合が指定する医療機関などで、年度中（当該年度の３月31日まで）に１回、
無料で受診することができます。受診の際は、事前に医療機関などへお問い合わせのうえ、受診券と被保険者証を忘
れずにお持ちください。
●歯科健診
　大阪府後期高齢者医療広域連合では、歯科健診を行っています。歯や歯肉の状態だけでなく、お口の機能を含めて
チェックをしますので、義歯を使用中の人も積極的に受診してください。４月下旬～５月上旬にかけて「歯科健診の
お知らせ」をお送りします。（年度途中に新たに75歳になられる人には、誕生月の翌月にお送りします。）
　広域連合が指定する歯科医院などで、年度中（当該年度の３月31日まで）に１回、無料で受診することができます。
受診の際は、事前に歯科医院などへお問い合わせのうえ、被保険者証を忘れずにお持ちください。（受診券はありま
せん。）
※ 以下に該当する長期入院中や施設入所中の人などは、病院・施設で健康管理が図られているため、健康診査・歯科

健診の対象外となります。
①病院、または、診療所に６か月以上継続して入院中の人
② 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所、または、入居して

いる人
※ 受診の際は、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、必ず事前に受診希望の医療機関へ、実施状況を含めてお

問い合せください
●人間ドック費用の一部助成
　大阪府後期高齢者医療広域連合では、人間ドック（公共社団法人日本人間ドック学会が掲げる一日人間ドック基本
検査項目を満たすものに限る）を受診された場合の費用の一部を助成しています。
　費用の助成を受ける際は、保険医療課に必要書類をお持ち頂き、ご申請ください。なお、各年度中（４月１日～翌
年３月31日まで）１回の受診に対し、26,000円を上限として費用の一部を助成します。

［申請に必要なもの］
　１．人間ドックの領収書の写し　　　　　　　　　４．口座情報がわかるもの
　２．人間ドック検査結果通知書などの写し　　　　５．印かん
　３．被保険者証

［注意事項］
　・人間ドックを受診された人は、申請されるまでの間、領収書などを大切に保管してください。
　・人間ドックを受診された人は、健康診査を受診する必要はありません。
◆問合せ　◎制度全般に関すること（大阪府後期高齢者医療広域連合）
　　　　　　資格管理課（保険料・被保険者証など）　　   ☎06-4790-2028
　　　　　　給付課（高額給付費・健康診査・人間ドックなど）　  ☎06-4790-2031
　　　　　　総務企画課（予算編成・広報公聴など）　   ☎06-4790-2029
　　　　　◎ 保険料の納付、その他各種届出に関すること　 

太子町役場保険医療課　     ☎98-5516
9



パブリックコメント（意見募集）に対する意見
　１月４日（月）～２月３日（水）まで、役場及び町ホームページで公表し、各種計画に対するパブリックコメント（住民等
意見）の募集を行い、みなさまからご意見を頂きました。
　これらのご意見と、ご意見に対する町の考え方は下記のとおりです。

●第２次太子町人権行政基本方針及び推進プラン（素案）に対する意見
　１人から２件のご意見を頂きました。
番号 パブリックコメントでの意見（要旨） 町の考え方

１

「第５次太子町総合計画　後期基本計画」の「⑪あらゆる暴力・
ハラスメントの根絶」の項と同様です。
町役場内で、セクハラを含むあらゆるハラスメントの内容や
その有無について、アンケート・聞き取りなどの調査は一度
もない、と聞いています。
職員さんが安心して働きやすい職場にするため、ハラスメン
ト根絶の対策をまず役場・足元からしてください。

今後の取組にあたっては、人権に関わるあらゆる問題を行政
組織全体のこととして捉え、町職員一人ひとりの課題として
認識する必要があります。
町では、全職員を対象にハラスメント防止研修を行うなど、
職員の人権意識高揚に努めています。職場内のハラスメント
を未然防止するとともに、住民や事業所への啓発活動に取り
組みます。

２

全国でパートナーシップ制を含む同性婚を認めている自治体は
少ないですが、大阪府は2020年１月にパートナーシップ制を認
めました。役場で聞いたところ「太子町は大阪府なのでその制
度は認めるが、府庁に届けに行ってください」とのことでした。
その後、町でも同様の制度を検討されるとのことでしたが、い
つから施行されるのですか。日時を示してください。

性的マイノリティの人権に関して、啓発を推進していく必要
があります。
大阪府パートナーシップ宣誓証明制度が開始され、市町村や
民間事業者でも、これを活用した取組を広げていくことが重
要であり、町では性的マイノリティへの理解促進と配慮した
対応に努めます。

◆問合せ　住民人権課　☎98-5515　
●第８期介護保険事業計画（案）に対する意見
　４人から14件のご意見を頂きました。（同内容の意見は集約しています）
番号 パブリックコメントでの意見（要旨） 町の考え方

１ 「検討中」の部分の数字を提示してください 本計画の保険料などは現在も検討中であるため、確定し次第
お示しします。

２ 第４章「施策の展開」の数表内の数値の一部について、３か
年の数値が全く同じです。検討してください。

第４章の数表内の数値が変化していない取組は、取組の内容
など、数値だけでは表せない部分の充実を図るものです。
回数の増加などによって充実を図る取組と、内容などについ
て充実を図る取組がありますが、どちらも同様に推進してま
いります。

３

2021年度から介護保険料を下げてください。
保険料算定について、所得段階をさらに細分化し、高額所得
者には応分の負担をお願いするとともに、低所得者の保険料
は軽減を図るようにしてください。
生活に困っている人の介護保険料の減免制度をさらに拡充し
てください。

介護保険料は高齢者人口やサービスの利用状況などによって
決定されます。町の高齢者人口は増加し続けており今後の介
護保険サービスの利用増加が予想されることや、第１号被保
険者一人当たり給付費も年々増加を続けていることなどか
ら、保険料額の上昇が避けられない状況です。
町では、介護予防の取組や介護給付適正化を推進することで
保険料額の上昇をできるだけ抑えるよう努めています。また、
第８期計画では介護給付費準備基金の取り崩しを行い保険料
額の減額を図ることを検討しています。
加えて、保険料額の段階設定を国の基準よりも多段階の設定
とすることで、低所得者の負担に配慮しつつ、それぞれの負
担能力に応じたものとなるようこれまで取り組んできてお
り、本計画においても同様の取組を検討するとともに、保険
料の納付が困難な人には、今後もきめ細かい対応を図ってい
きます。
みなさまのご理解をよろしくお願いします。

４ 相談苦情解決体制の充実について
（３行目）「計画値を下まわっている」理由を教えてください。

介護相談員の確保が難しく、また高齢化が進んでいることで
介護相談員の減少もあることから、計画値を下回ることと
なっています。また、今年度は新型コロナウイルス感染症の
流行の影響もあり、見込み値も計画を下回る想定です。

５ （適正な介護給付の推進）
「すべて」とはどういう事ですか。

「すべて」とは、対象となる件「すべて」について確認など
を行うという意味です。

６ 「公助」を全面的に押し出して施策をするのが本来のあり方
です。どのように考えられますか。

介護保険制度は、高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に
応じて自立した日常生活を営むことができるよう必要なサー
ビスを提供するという目的があります。そのため、サービス
は自立した生活を支援するために提供されるものであり、「自
助」、「共助」、「互助」、「公助」の４つの「助」の基礎となる
ものは「自助」となります。
その「自助」を支えるものが「共助」・「互助」となり、それ
らでも解決できない課題に対して「公助」で対応していくこ
ととなります。
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７
「第５次太子町総合計画後期基本計画（案）」では「自助」「共
助」「公助」であるのにここでは「互助」が入っています。
理由を示してください。

地域包括ケアシステムの実現に向けて、「自助」、「共助」、「互
助」、「公助」の４つの「助」が特に重要となるため、本計画
においては「互助」を記載しています。

８ 10％まで引き上げられた消費税は何に使われているので
しょうか。

消費税が増税されたことにより、介護保険の第１号保険料の
低所得者に対する軽減が強化されました。これまでの第１段
階のみから、第１～３段階までに拡大して軽減が行われてお
り、保険料基準額に対する割合も負担軽減につながるよう引
き下げられています。

９
未来を見据えて、今生きている人たちが安心して暮らせるよ
うな制度にしてほしいと願います。地方自治体は、住民のい
のちと暮らしを守る砦となって国の施策に対して強くものを
申してほしいです。

頂いたご意見については、今後の参考にさせて頂きます。

10 若者たちの声を聞き、多方面から魅力的なまちづくりを考え
るプロジェクトチームを作ってすすめてほしいです。 頂いたご意見については、今後の参考にさせて頂きます。

11
地域力が弱くなっている。
町の方針をしっかり示して頂き、安心して住み続けられる太
子町にしてください。

頂いたご意見については、今後の参考にさせて頂きます。

12
外出支援の強化を。高齢者が元気でいきいき生活をし続ける
ためにも自らの意思で、自らの足で外出することが大切。そ
のためにも高齢者が外出しやすい環境づくりを。

頂いたご意見を参考にしながら、地域公共交通の実施状況を
確認しつつ、今後も引き続き住民主体による移動支援サービ
スなど、外出支援の拡大を検討していきます。

13

コロナの終息が見えない中、高齢者家庭、独居家庭の生活状
態の把握、支援はどうなっていますか。心身の低下、買い物、
通院などの実態は。
在宅介護実態調査のまとめ
主な介護者の仕事と介護の両立について

頂いたご意見を参考にしながら、仕事と介護の両立などにつ
いて取り組んでいきます。

14

総合事業に関するご意見など
・総合事業を要介護者（１～５）へ拡大しないこと
・�住民ボランティアをヘルパー・デイサービスの代替としな
いこと

・�要支援者（１、２）のヘルパー・デイサービスの利用を制
限しないこと

頂いたご意見については、今後の参考にさせて頂き計画を推
進していきます。

◆問合せ　福祉介護課　☎98-5519
●第５次太子町総合計画後期基本計画（案）に対する意見
　３人から20件のご意見を頂きました。
番号 パブリックコメントでの意見（要旨） 町の考え方

１ 総合計画のパブリックコメントについて、ホームページの
トップ画面に目立つように掲載して頂くと助かります。

今後のホームページへの掲載の参考とさせて頂きます。引き
続き、住民のみなさまが必要とする情報を必要な時に入手で
きるよう、見やすく分かりやすいホームページについて工夫
していきます。

２
基本計画には具体的なことは書かれていません。子育て世代、
高齢世代、すべてにおいて改善したいようですが、どのよう
に行う予定なのか、また、空き家対策についても具体的に示
して欲しい。

基本計画は、基本構想で示すまちづくりの基本方針に基づい
て各分野において取り組む施策方針を体系的に示したもので
あり、各具体策（事業）については総合計画を踏まえた各個
別計画や実施計画等で進めていきます。

３ <「政策」に対する評価指標と目標>（Ｐ39ほか）の「令和
７年度（2025）目標値」が示されていません。

各表の満足度に関する令和２年度の実績値は、住民アンケー
ト調査の結果によるものです。
令和７年度の満足度を「↗」としているのは、本計画に掲げ
る政策を推進することで、現在より満足度を高めることを目
標として定めています。

４ 「男女ともに育児休業を取得しやすい」とありますが、役場
の男性職員が取得する目標値は、何年度頃何％となりますか。

町の「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」に「令
和７年度までに、育児休業を取得する男性職員１人以上にす
る。」ことを目標としています。

５
「『自助』『共助』『公助』が連携し」とありますが、まず、「公
助」を全面的に押し出して施策をするのは行政の本来のあり
方です。どのように考えられますか。

「自助」「共助」「公助」が連携することで災害時に被害を最
小限にし、早期の復旧・復興につなげることが重要です。災
害に強いまちづくりのためには、行政の「公助」に加え住民
及び事業者が、自助、共助の理念のもと、平常時より災害に
対する備えを進めるとともに、多様な機関と連携・協力して
様々な防災活動に取り組むこととしています。

６

「適正な空き家管理を行います」とありますが、空き家の利
活用を率先すれば、太子町に移り住む人が増え、人口減に歯
止めをかけ、持続可能な太子町を作ることができます。「空
家バンク」を立ち上げただけでは、空き家の利活用につなが
りません。専門的に空き家管理の施策を行う職員の配置や具
体的な施策を示してください。

基本計画は、基本構想で示すまちづくりの基本方針に基づい
て各分野において取り組む施策方針を体系的に示したもので
あり、各具体策（事業）については総合計画を踏まえた各個
別計画や実施計画などで進めていきます。
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７

地域公共交通について、「運行方法の見直し」と重点プロジェ
クトに「地域公共交通利便性の向上」とありますが、コロナ
禍が終息し、以前のように自由に外出できるようになるまで、
試行運転の期間を十分設定し、多くの町民、特に高齢者の意
見を取り入れてください。

利便性を向上させるためには、地域並びに交通事業者の理解・
協力が不可欠です。地域の意見及び交通事業者などと協議を
進めながら、引き続き検討していきます。

８

「学校教育の充実」について、国は「小学校において令和６
年度に全て小学校を35人以下にする」と発表しましたが、
2021年度には小学校全学年が35人以下になるのでしょう
か。また中学校の学級人数はどうなりますか。

基本計画は、基本構想で示すまちづくりの基本方針に基づい
て各分野において取り組む施策方針を体系的に示したもので
あり、各具体策（事業）については総合計画を踏まえた各個
別計画や実施計画などで進めていきます。

９
町長は「学校給食費の無償化」を公約されました。小中学校
全学年一斉に来年度実施は予算等の関係で無理だと思いま
す。年度ごとや学年ごとの無償化実施計画を示してください。

基本計画は、基本構想で示すまちづくりの基本方針に基づい
て各分野において取り組む施策方針を体系的に示したもので
あり、各具体策（事業）については総合計画を踏まえた各個
別計画や実施計画などで進めていきます。

10
（２件）

令和２年12月19日　生涯学習施設建設の説明会に参加しま
した。その場で、役場の方が「施設使用の有料化」を明言さ
れました。現在、公民館は無料で使用できます。「施設使用
料の有料化」で、いくら（何円）の収入増になるのですか。
多額の収入増にならないと思います。生涯学習施設使用も無
料にしてください。

基本計画は、基本構想で示すまちづくりの基本方針に基づい
て各分野において取り組む施策方針を体系的に示したもので
あり、各具体策（事業）については総合計画を踏まえた各個
別計画や実施計画などで進めていきます。

11

太子町では52.3％の町会・自治会の加入率で、ここ10年下
がっています。重点施策の「加入促進マニュアル作成」だけ
では、加入率はＵＰしません。どのような「加入促進マニュ
アル作成」になるのですか。町会会長や自治会会長などと問
題点を聞いたり話し合いをして加入促進をしたらどうです
か。

町会・自治会への加入率の低下については、町でも課題とし
て認識しており、町会・自治会の必要性や活動の理解を深め
てもらうための広報や転入者への加入促進チラシの配布に努
めるとともに、町会長・自治会長からも現状の課題などを聞
き取るなど、加入率向上に向け取り組んでいるところです。
「加入促進マニュアルの作成」については、各自治体の取組
を参考にしながら町の地域性にあったマニュアルの作成を進
めることとしています。

12

ジェンダー平等の社会を目指す運動は全世界で広がっていま
す。日本では121位（153か国中）です。小中学校教育にもジェ
ンダー平等及びジェンダーバイアスについても意識啓発を
行ってください。

基本計画は、基本構想で示すまちづくりの基本方針に基づい
て各分野において取り組む施策方針を体系的に示したもので
あり、各具体策（事業）については総合計画を踏まえた各個
別計画や実施計画などで進めていきます。

13

行政委員会などの女性委員の割合について目標値は示されて
いますが、管理職登用については、実績値も目標値も示され
ていません。実績値はどうなっていますか。何年頃までに何％
の割合にするのか示してください。

町の「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」に、「令
和７年度までに、課長補佐以上の女性職員の割合を、少なく
とも平成31年４月1日の実績（14.3％）より５％以上引き上
げ、20.0％以上にする。」ことを目標としています。

14

町役場内でセクハラを含むあらゆるハラスメントの内容やそ
の有無について、アンケート・聞き取りなどの調査は１度も
ないと、聞いています（以前、秘書課職員さんに聞きました）。
職員さんが安心して働きやすい職場にするため、アンケート・
聞き取りなどの調査を行い、ハラスメント根絶の対策を役場・
足元からしてください。

基本計画は、基本構想で示すまちづくりの基本方針に基づい
て各分野において取り組む施策方針を体系的に示したもので
あり、各具体策（事業）については総合計画を踏まえた各個
別計画や実施計画などで進めていきます。

15

以前、太子町の各地（大字ごと）で「ふれあい座談会」が開
催されていました。町長や管理職の方が出席されていて、直
接問答が出来て、とても良かったです。町長直通便の回答に
は「タウンミーティング開催を検討する」とありました。タ
ウンミーティングの内容、形態、開催地、頻度、参加者（町
民は自由、役場からの）などについて示してください。

基本計画は、基本構想で示すまちづくりの基本方針に基づい
て各分野において取り組む施策方針を体系的に示したもので
あり、各具体策（事業）については総合計画を踏まえた各個
別計画や実施計画などで進めていきます。

16 総合スポーツ公園が遠い、身近に使えたらと思うがバスの運
行先を総合スポーツ公園まで伸ばすなど。

コミュニティバスの運行ルートは、町の地域公共交通会議の
決定によるものです。運行ルート再編については、当該会議
で議論されることになります。

17 コロナウイルス関連情報を、駅でのチラシ配布やＳＮＳなど
で住民に知らせて欲しい。

コロナウイルス感染症対策などの関連情報については、いち
早い住民みなさまへの周知、広報に努めます。

18 介護保険料や国民健康保険料の値上げの抑制するための財政
措置を増加して欲しい。

介護保険料や国民健康保険料の算定については、一定のルー
ルに基づき算定しています。

19 総合計画の周知について、直接、地域での説明があればと思
います。

総合計画審議会の傍聴機会を設けるとともに、会議内容を町
h ホームページに随時掲載し周知しています。引き続き、よ
り一層の周知に努めます。

◆問合せ　秘書政策課　☎98-5531

●太子町国土強靱化地域計画（案）及び太子町地域防災計画（修正案）に対する意見はありませんでした。
◆問合せ　自治防災課　☎98-5525
　　　　　　　 12



人権コーナー

　
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
い

う
言
葉
が
日
本
に
渡
来
し
た
の
は
１
９
８
９

年
。
そ
の
年
の
「
流
行
語
大
賞
」
と
な
り
ま
し

た
。
当
時
は
、「
性
的
嫌
が
ら
せ
」
と
い
う
日

本
語
訳
が
こ
の
言
葉
に
付
き
ま
し
た
が
、
訳
語

は
市
民
権
を
得
ず
、
も
っ
ぱ
ら
カ
タ
カ
ナ
語
と

し
て
、あ
る
い
は
「
セ
ク
ハ
ラ
」
と
略
さ
れ
て
、

人
口
に
膾
炙
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
な

ぜ
、「
性
的
嫌
が
ら
せ
」
と
い
う
言
葉
が
市
民

権
を
持
て
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
、
言
葉
と

し
て
の
新
味
や
イ
ン
パ
ク
ト
が
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
な
に
よ
り
正
確
で
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。

　
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
に
は
「
嫌
が
ら
せ
」
と

い
う
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ハ
ラ
ス

（harass

）」
と
い
う
動
詞
が
名
詞
化
し
て
「
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
も
と
も

と
の
動
詞
「
ハ
ラ
ス
」
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
し
て

生
ま
れ
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
た
ち
が
狩

り
に
出
か
け
て
、
獲
物
を
見
つ
け
た
と
き
に
猟

犬
を
け
し
か
け
る
掛
け
声
が
「harass

」
だ
っ

た
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
はh

とs

を
発

音
せ
ず
語
気
や
語
勢
と
し
て
表
現
し
ま
す
の

で
、harass
は
口
に
す
る
と
「
ア
ラ
ー
ッ
！
」

と
な
り
ま
す
。
こ
の
掛
け
声
を
か
け
る
と
き
の

フ
ラ
ン
ス
貴
族
た
ち
に
は
、
そ
し
て
掛
け
声
を

か
け
ら
れ
た
猟
犬
た
ち
に
は
、
気
持
ち
の
高
ぶ

り
は
あ
っ
て
も
「
嫌
が
ら
せ
」
の
気
持
ち
な
ど

な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
獲
物
と
目
指

さ
れ
た
ウ
サ
ギ
た
ち
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
命
に

関
わ
る
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
て
、
こ
の
掛
け
声

を
聞
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。
獲
物
と
な
る
ウ
サ

ギ
た
ち
の
立
場
に
身
を
置
い
た
と
き
の
戦
慄

を
表
す
も
の
と
し
て
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
い

う
言
葉
は
誕
生
し
ま
し
た
。

　

こ
の
言
葉
も
、
日
本
社
会
に
位
置
づ
い
て
三

十
年
以
上
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
だ

に
意
味
を
正
確
に
把
握
し
て
使
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
事
例
が
、
こ
の
二
月
に

あ
り
ま
し
た
。
あ
る
人
物
が
、
新
た
に
五
輪
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
組
織
委
員
会
長
に
な
っ

た
人
の
過
去
の
「
セ
ク
ハ
ラ
」
事
案
に
つ
い
て

「
セ
ク
ハ
ラ
と
思
っ
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
、
当
た
り
前
の
世
界
だ
」「
彼
女
に
セ
ク

ハ
ラ
と
い
う
意
識
は
な
い
」
と
擁
護
し
た
と
い

う
報
道
を
見
聞
き
し
て
、
時
代
劇
に
よ
く
出
て

く
る
悪
代
官
と
こ
の
政
治
家
の
顔
が
、
わ
た
し

に
は
ダ
ブ
っ
て
見
え
ま
し
た
。
時
代
劇
の
悪
代

官
た
ち
が
町
娘
を
手
籠
め
に
す
る
と
き
に
発

す
る
「
オ
ラ
、
オ
ラ
ー
」
と
い
う
叫
び
が

「harass

（
ア
ラ
ー
ッ
）」
と
ダ
ブ
る
の
で
す
。

悪
代
官
た
ち
に
は
「
セ
ク
ハ
ラ
」
の
意
識
は
あ

り
ま
せ
ん
（
し
か
し
、
悪
代
官
に
も
フ
ラ
ン
ス

の
貴
族
に
も
、「
他
者
の
生
き
方
に
影
響
を
与

え
ら
れ
る
」
全
能
感
の
よ
う
な
も
の
は
あ
っ
た

で
し
ょ
う
）。
意
識
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
言
葉
自

体
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

１
９
８
９
年
に
な
っ
て
初
め
て
、
狩
ら
れ
る

ウ
サ
ギ
、
手
籠
め
に
さ
れ
る
町
娘
の
気
持
ち
を

表
す
言
葉
が
や
っ
と
で
き
て
、
輸
入
さ
れ
た
の

で
す
。

　

そ
も
そ
も
五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
組
織

委
員
会
長
交
代
劇
も
、
前
会
長
の
発
言
の
底
に

あ
っ
た
女
性
蔑
視
が
公
に
な
っ
て
の
こ
と
で

し
た
。
日
本
社
会
も
、
や
っ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
が
大
き
な
組
織
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
重
い

課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
こ
と
自
体
は
歴
史
の
進
歩
に

と
っ
て
良
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
と
同
時

に
、
生
半
可
な
知
識
を
人
前
で
話
す
こ
と
が

往
々
に
し
て
重
大
な
局
面
を
も
た
ら
す
こ
と

を
改
め
て
認
識
さ
せ
る
事
例
で
あ
っ
た
と
も

思
い
ま
す
。

　

目
の
前
に
い
る
人
に
思
い
を
伝
え
る
た
め

に
、
そ
の
人
の
前
で
ク
ル
リ
と
後
ろ
を
向
い
て

地
球
を
一
周
し
て
く
る
ほ
ど
の
手
間
暇
を
か

け
な
い
と
、
ほ
ん
と
う
の
自
分
の
気
持
ち
は
伝

わ
り
ま
せ
ん
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め

に
、
人
間
は
ど
う
し
て
も
言
葉
と
い
う
松
葉
杖

に
頼
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
松
葉
杖
も
使
い

方
を
誤
れ
ば
凶
器
に
も
な
り
ま
す
。
い
ま
ま
で

表
せ
な
か
っ
た
気
持
ち
を
表
現
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
も
言
葉
の
持
つ
力
で
す
が
、
生
半
可

な
言
葉
遣
い
が
人
間
関
係
を
断
絶
す
る
よ
う

に
働
い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
、
わ
た
し
自
身
、
四
十
年
以
上
教
壇
に

た
っ
て
、
人
前
で
話
を
し
て
い
て
、
い
つ
も
感

じ
る
こ
と
で
す
。
言
葉
を
き
ち
ん
と
使
え
る
よ

う
に
、
そ
の
努
力
は
生
き
て
い
る
限
り
続

け
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

４月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

　女性に対し、本人の意に反して、いわゆるアダルトビデオへ
の出演を強要する問題や、いわゆる「ＪＫビジネス」と呼ばれ
る営業により、児童が性的な被害にあう問題は、「女性に対す
る暴力」に当たる重大な人権侵害です。
　年度当初は進学、就職などにともない若年層の生活環境が大

きく変わり、こうした被害にあうリスクが高まることから、国
では、４月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、必要な
対策を集中的に行っています。
◆問合せ
　内閣府男女共同参画局　☎03-5253-2111

消費者トラブル情報
　クレジットカード会社から代金の引き落としができないと、
確認の電話が来た。慌てて利用明細を見ると、先月３回に渡っ
て、計50万円以上の心当たりのない請求があった。カード会社
に問い合わせ、教えてもらった請求元に連絡をすると、私名義
での購入の履歴はないと回答があった。

【ひとこと助言】
・ 「クレジットカード会社から利用した覚えのない請求があっ

た」という相談が寄せられています。第三者による不正利用
のおそれもあります。

・ 利用明細は必ず毎月確認しましょう。クレジットカードを利

用した際の伝票や注文確認メールなどは保管しておき、日付
や金額などを利用明細と突き合わせて確認しましょう。また、
利用明細には、店舗名とは異なる記載がされていることもあ
ります。

・ 自分に覚えがなくても家族がカードを利用している可能性も
あるので、家族にも確認してみましょう。

・ 不正利用が疑われる場合は、早急にカード会社に連絡しまし
ょう。

・ 困ったときは、富田林市消費生活センターにご相談ください。
◆問合せ　富田林市消費生活センター　☎25-1000（内線186）

『言葉の力』　大阪教育大学　島﨑 英夫人権コラム「よき日へ」

　人権コーナー「気づく」では、人権に関する様々な問題や啓発推進
情報をお知らせします。
　小さなことでもまず気づくことが、お互いを尊重し、一人ひとりが豊
かに生きることができる社会につながる。「気づく」には、そんな願いが
込められています。

気づく

13



　２月21日（日）に2020たいしくんスマイル贈呈式が行わ
れました。応募総数897通の中から、電動自転車や旅行券、
その他記念品や特産品などが総勢304人に当たりました。
　みなさま、おめでとうございます。
　2021たいしくんスマイルも始まっています。楽しみな
がら日々の健康づくりに取り組み、たいしくんスマイルを
貯めましょう。

　２月22日（月）に町立万葉ホールで包括連携協定式を行い
ました。
　町のＰＲ、地域活性化、子ども・福祉、スポーツ・健康、
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）など５分野に
わたる連携と協働に関する包括連携協定を締結し、新たな
公民連携の取り組みをスタートしました。

2020たいしくん
スマイル贈呈式

町と株式会社Ｆ．Ｃ．大阪と
包括連携協定を締結しました

　２月20日（土）町立万葉ホールで冬の集団健康診査を行いま
した。
　今年度より、肺がん検診も検査項目に追加され、たくさん
の皆さんに健診を受けて頂きました。

　２月26日（金）に町立万葉ホールで太子町人権尊重のまち
づくり審議会が行われ、土屋会長より田中町長へ、第２次
太子町人権行政基本方針及び推進プラン（案）に対する答申
書が手渡されました。

人権尊重のまちづくり審議会より
答申を受けました

冬の集団健康診査
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３
月
15
日（
月
）

町
立
幼
稚
園
卒
園
式

３
月
20
日（
土
）

認
定
こ
ど
も
園

や
わ
ら
ぎ
幼
稚
園
卒
園
式

３
月
13
日（
土
）

松
の
木
保
育
園
卒
園
式

３
月
12
日（
金
）

町
立
中
学
校
卒
業
式

３
月
17
日（
水
）

町
立
磯
長
小
学
校
卒
業
式

３
月
17
日（
水
）

町
立
山
田
小
学
校
卒
業
式

桜のつぼみも膨らみ始めた３月。各幼稚園や保育園、小中学校で卒園・卒業式が行わ
れました。卒園・卒業を迎えたのは、幼稚園計87人、保育園計15人、小学校計123人、
中学校計123人。
仲間や先生たちと過ごした思い出深い園舎・校舎を元気いっぱいに巣立っていきまし
た。

希望を胸に！　卒園・卒業おめでとう！
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◆ 

太
子
ウ
イ
ン
タ
ー
リ
ー
グ
２
０
２
１

（
２
年
生
の
部
）

　
第
３
位
・
敢
闘
賞

　

太
子
町
ジ
ュ
ニ
ア
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ

岳のぼり
　葛城市・香芝市と３市町合同で二上山山登りイベント「岳の

ぼり」を行います。

　当日は、太子町自然を守る会主催でクリーンハイキングなど

を行います。お気軽にご参加ください。

［と　き］４月23日（金）　午前10時頃～正午

［ところ］二上山万葉の森・岩屋登山口

◆問合せ　環境農林課　☎98-5522

行政書士無料相談（予約制）
　大阪府行政書士会では、行政書士による無料相談を行います。

［と　き］４月21日（水）　午後１時30分～４時30分
［ところ］役場庁舎３階　第２会議室
［内　容］ 相続・遺言、成年後見制度、内容証明、離婚、不動

産の賃貸借・売買契約
※ 希望する人は、平日の午前10時～午後６時の間に電話でご

予約ください。
◆申込・問合せ　大阪府行政書士会南大阪支部
　　　　　　　　無料相談担当：濱田　☎50-1110

　［と　き］４月14日（水）スタート：午後３時21分（予定）　ゴール：午後３時53分（予定）
※時間は変更になる可能性があります。確定次第、町ホームページでお知らせします。

［ルート］ 道の駅近つ飛鳥の里太子（スタート地点）→竹内街道歴史資料館前→孝徳天皇陵前→竹内街道①→地蔵堂前→竹内街
道②→太子町役場前→美容室前→学習塾前→磯長小学校前バス停→向少路交差点→太子・和みの広場（ゴール地点）

※当日は、スタート及びゴール地点は終日ご利用できませんのでご了承ください。
●聖火リレーにともなう交通規制
　当日は、聖火リレーの前後１時間程度にかけて、町道六枚橋太子線、大道線及び周辺道路で、通行止めなどの交通規制を行います。ま
た、それにともないバスの一部運休があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
●新型コロナウイルス感染症対策
　スタート、ゴール及び沿道での観覧はできますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、下記にご協力ください。
・体調が悪い場合や感染が疑われる場合は、観覧をお控えください。
・マスクを着用し、前後左右の方と適切な距離をとってご観覧ください。
・大声を出さずに、拍手による応援や、配布グッズなどを活用した応援をお願いします。
・�聖火リレー実施２週間以内に、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、医療機関に相談のうえ、組織委員会に速やかにご報告くだ
さい。

・�聖火ランナーの走行の模様は、聖火リレー期間中はＮＨＫの聖火リレーライブストリーミング特設サイトで視聴可能ですので、沿道の密
を避けるために、なるべくライブ中継でご覧ください。

◆問合せ　秘書政策課　☎98-5531　　生涯学習課　☎98-5534　　金剛自動車株式会社　☎23-2286

東京2020オリンピック聖火リレー

人敬
称
略

はなまる

16



▪
縁
起
絵
巻
拝
し
余
情
の
宮
の
梅　
　

	

麻
野　

明
子

▪
紅
白
に
梅
並
び
咲
き
和
み
ゆ
く　
　

	

高
田　

正
裕

▪
一
滴
の
目
薬
落
ち
て
寒
深
む　
　
　

	

明
石　

志
郎

▪
か
し
ま
し
く
五
人
揃
ひ
の
女
正
月　

	

平
木
佳
代
子

▪
頬
を
射
る
風
に
春
立
つ
光
あ
り　

	

辻
本
佳
代
子

▪
寒
き
夜
の
優
し
き
主
役
茶
わ
ん
む
し	

松
井
け
い
子

▪
ボ
ー
ル
蹴
る
子
等
の
喚
声
春
隣　

	

本
多　

幸
子

▪
寒
明
け
や
一
葉
残
り
し
裏
通
り　

	

若
松　

古
泉

▪
柊
挿
す
二
上
山
へ
真
向
く
門
構　

	

茂
里
フ
サ
ヱ

▪
薬
師
寺
の
山さ
ん
し
ゅ
ゆ

茱
萸
の
空
ま
青
な
り	

下
城
か
よ
子

▪
タ
コ
と
イ
カ
ア
ゲ
も
交
え
て
分
葱
和
え	

森
永　

庸
明

▪
何
事
も
希
望
を
持
っ
て
日
々
生
き
る　

	

三
浦
冨
美
子

▪
人
生
は
希
望
に
満
ち
て
前
進
だ　
　

	

川
村　
　

勧

▪
身
の
丈
に
合
っ
た
幸
せ
希
み
ま
す　

	

笹
部　

次
夫

▪
若
者
の
夢
も
希
望
も
消
す
コ
ロ
ナ　

	

桑
原　
　

優

▪
希
薄
な
世
猫
と
戯
る
老
い
た
母　
　
　

	

松
本　

京
子

▪
ワ
ク
チ
ン
で
希
望
の
灯
り
見
え
て
来
た　

	

上
田　

恒
子

▪
摘
ま
れ
て
も
希
望
根
が
あ
る
春
が
あ
る	

小
路　

淳
水

▪
神
仏
に
希
望
叶
え
と
書
い
た
絵
馬　

	

奥
田　

早
苗

■
ゆ
ず
り
ま
す

•

町
立
中
学
校 

男
子
制
服（
冬
服
）［
無
料
］

•

長
野
高
校 

女
子
制
服（
夏
服
・
冬
服
）［
無
料
］

•

介
護
用
家
具
調
座
椅
子
ト
イ
レ［
無
料
］

•

松
の
木
保
育
園　

男
子
ブ
レ
ザ
ー［
無
料
］

•

小
学
生
用
学
習
机［
無
料
］

•

町
立
中
学
校　

長
袖
カ
ッ
タ
ー
シ
ャ
ツ(

165
㎝)

２
枚[

無
料]

•

電
気
フ
ァ
ン
フ
ィ
ー
タ
ー[

無
料]

•

ダ
ッ
フ
ル
コ
ー
ト（
女
性
用
、茶
色
、150
㎝
～
160
㎝
）

[

無
料]

■
ゆ
ず
っ
て
ほ
し
い

•

や
わ
ら
ぎ
保
育
園
の
用
品（
体
操
服
一
式
・
カ
ラ
ー
帽
・
指

定
の
通
園
カ
バ
ン
）［
無
料
］

•

折
り
た
た
み
自
転
車［
無
料
］

•

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
ラ
ケ
ッ
ト
４
本
・
シ
ャ
ト
ル［
無
料
］

◎
ゆ
ず
り
た
い
も
の
、
ゆ
ず
っ
て
ほ
し
い
も
の
が
あ
れ
ば
、

観
光
産
業
課
（
☎
９
８
‒
５
５
２
１
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

◎
掲
載
し
て
い
る
人
の
ご
連
絡
先
を
お
伝
え
し
ま
す
の
で
、

恐
れ
入
り
ま
す
が
、
物
品
の
詳
細
な
ど
に
つ
い
て
は
直
接

連
絡
・
交
渉
し
て
く
だ
さ
い
。（
事
務
局
で
は
物
品
を
お

預
か
り
し
て
い
ま
せ
ん
。）

パン屋さんのようなふわふわのパンを少人数制
のおうちパン教室で一緒に楽しく作りましょう！

　RIRI パン教室は子どもも大人もシニアも通える
少人数制のおうちパン教室です。元パン職人が家庭
でも美味しく焼けるパンを丁寧に教えますので、パ
ン作り初心者の方も大歓迎です。コロナ感染予防対
策も行いますのでご安心ください。まずは、体験レ
ッスンへお越しください。

［と　き］ 毎週火・木曜日　午前10時～、午後１時～
［ところ］自宅で行います（町内）
［申　込］ レッスンのご予約、お問い

合わせは電話、または、 
ＱＲコードから教室公式
LINE へメッセージをお送
りください。

◆申込・問合せ　RIRI パン教室　稲田育江　
　　　　　　　　☎090-4085-9621

富田林精神障がい者家族会
（富田林ほっこり会）

　富田林ほっこり会は、精神疾患を患った人のセル
フヘルプグループです。　
　他人に言えない悩みを、家族同士で語り、支え、
学び合って、回復する力をつけることをめざしてい
ます。
○５月講演会

［と　き］５月９日（日）　午後２時～３時30分
［ところ］すばるホール　会議室３
［テーマ］「精神疾患をもつ家族とコミュニケーション」
　　　　　～家族が回復の伴走者となるために～

［講　師］臨床心理士　梨谷　美帆　氏
［参加費］無料
◆申込・問合せ　富田林ほっこり会　佐野
　　　　　　　　☎080-3814-6589
　　　　　　　　mail:ooya7788@yahoo.co.jp

行政相談委員に小路氏
　平成24年から行政相談委員をされていた脇田久氏
が退任されました。長年の委員活動ありがとうござい
ました。
　それにともない、新たに小路庸吉氏が行政相談委員
に就任されました。委嘱期間は４月１日～令和５年３
月31日までです。
◆問合せ　秘書政策課　☎98-5531

入学祝い品贈呈
　４月に小・中学校にご入学された新１年生の児童生
徒の皆さんに、入学祝い品を４月中旬に郵送でお届け
します。
　対象となる児童生徒がおられるご家庭で、５月上旬
までに入学祝いが届かない場合は、お問い合わせくだ
さい。
◆問合せ　教育総務課　☎98-5533

俳
句

敬
称
略

●
５
月
号
の
題
は「
爽
」（
締
め
切
り
４
月
５
日
）。
６
月
号
の
題
は「
時
」

（
締
め
切
り
５
月
５
日
）
で
す
。

川
柳

　歌

敬
称
略

希

町立図書室行事予定　４月
　おはなしひろば

［と　き］４月17日（土）　午前11時～（約20分）
［ところ］町立図書室
　新型コロナウイルス感染症予防対策の為、検温、親子ともマスク
着用のご協力をお願いします。状況により中止する場合があります。

◆問合せ　図書室　☎98-5526
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